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要　　旨

　本報告は北海道内，特に札幌近郊で社会的養護経験者のアフターケア等に関わる支援者が集って行わ

れた社会的養護経験者のアフターケアの在り方を考えるワークショップについての実践報告である。施

設職員や里親，支援機関職員，研究者等が参加し，「北海道・札幌で社会的養護経験者が暮らしていく

ために何が必要か？」というテーマに基づいたグループワークを行った。社会的養護経験者のアフター

ケアの在り方に関する制度整備が進む中で，支援者が親密なネットワークを構築し，必要な支援を提供

していく機会となった。

キーワード：社会的養護，北海道，アフターケア，自立支援，ワークショップ

１．問題と目的

（1）社会的養護とは

　社会的養護とは「保護者のない児童や，保護者

に監護させることが適当でない児童を，公的責任

で社会的に養育し，保護するとともに，養育に大

きな困難を抱える家庭への支援を行うこと」であ

り，「こどもの最善の利益のために」と「社会全

体でこどもを育む」を理念として行われている（こ

ども家庭庁：https://www.cfa.go.jp/policies/shakaiteki-

yougo）。具体的には里親家庭や，児童養護施設や

乳児院などの児童福祉施設がその担い手であり，

全国の里親家庭や児童福祉施設で約４万人の子ど

もが暮らしている（こども家庭庁支援局家庭福祉

課，2023）。

　近年は柔軟な対応がとられるようになってきて

いるが，社会的養護は児童福祉法で規定された制

度であるために，児童福祉法が児童とする 18 歳

を超えると里親家庭や施設で暮らしてきた子ども

はケアを離れ，自分の力で生きていくことが求め

られる。そうしたこともあり，児童養護施設の設

置目的（児童福祉法第 41 条）を見ると，「養護を
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要する児童を入所させて，これを養護し，あわせ

て退所した者に対する相談その他の自立のための

援助を行うことを目的とする施設」とされている

ように，里親家庭や施設においては彼らの自立を

支援することが重要な課題となる。後述するよう

に，社会的養護を経験してきた子ども・若者（以

下，社会的養護経験者）の自立を巡る現状には様々

な問題があり，社会的養護を離れた後にも彼らに

は様々な支援が必要とされている。

（2）社会的養護経験者の自立をめぐる現状と課題

　先述の通り，児童福祉法の定めるところにより，

おおむね 18 歳を超えると施設や里親家庭から離

れて自立することが求められるが，家族の後ろ盾

がない中での自立となるために彼らの“その後”

には様々な困難が待ち構えている。彼らの自立の

困難さは様々な指標によって示されている。例え

ば，大学等への進学率を見てみると，全高卒者の

大学や専修学校への進学率が 74.1％であるのに対

して，児童養護施設で暮らす子どもでは 24.0％と

大きな開きがある。進学者においても中退率が高

いという問題を抱えている（NPO 法人ブリッジ

フォースマイル，2023）。また，ホームレスに占

める施設出身者の割合の高さ（飯島他，2010）や

非正規雇用率や生活保護受給率の高さ（永野・有

村，2014）といった経済的困窮の問題を指摘する

調査もあり，社会的養護経験者がいかに社会的は

く奪を経験する立場に追いやられているかがわか

る。さらに，精神的健康に関する問題を抱えてい

る人やそうした問題を抱えながらも適切なケアを

受けられていない人の存在も明らかになっている

（三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング，2021・

IFCA プロジェクト C 他，2021）。このように，

社会的養護経験者が自立のプロセスを進めていく

には多くの困難に直面している現状がある。

　社会的養護におけるケアは，施設や里親家庭で

生活している間に行われるインケア，施設や里親

家庭を離れた後に行われるアフターケア，そして

施設や里親家庭を離れていく準備段階としてイン

ケアとアフターケアの間に位置付けられるリービ

ングケアに分けられるが，近年，先述したような

自立に関連する問題に対応するために社会的養護

下で暮らすことができる上限年齢を緩和し，大学

等に進学した場合には一定期間継続してケアを受

けられるように措置を延長したりすることができ

るようになっている他，ケアを離れた後にもアフ

ターケアという形でケアを継続的に受けたりする

ことも可能になるような社会的養護自立支援事業

が拡充されたり，令和４年に改正された児童福祉

法（第６条の３⑯）には社会的養護自立支援拠点

事業が位置づけられたりするなど，社会的養護経

験者の“その後”の暮らしを支える制度の整備が

進められつつある。

　ここで社会的養護経験者における自立，あるい

は自立支援とはどのようなものかについて，第１

著者の別稿（井出，2022）を引用し整理しておき

たい。自立の辞書的な意味合いは「独り立ちする

こと」「援助や支配をうけないこと」という意味

を含むものであるが，現代社会においては「ポス

ト青年期」（宮本，2004）という概念が提案され

ているように，現代の青年は自立していくプロセ

スに多くの時間を費やし，依存しながら自立して

いくという移行段階を経験する。しかし，「発達

上の自然な過程でなく，すでに『法律上で認めら

れたもの』であり『期限切れ』である」（畠山，

2002）とされるような社会的養護経験者の自立は

外的な要因によって決められた期限で自立を余儀

なくされており，同年代の子ども若者を取り巻く

状況から大きくかい離していると言える。した

がって，社会的養護経験者には「自立支援」と言

われるような支援が必要になるわけだが，従来行

われてきた支援は生活指導，学習指導，金銭管理

の意識づけ，対人関係の支援（長谷川，2007）と

いったスキルや知識の獲得に偏重したものとなっ

てきた。確かに先に述べたような自立の辞書的な

意味合いから考えるとスキルや知識を身に付け，

図１のように周囲への依存を減らしていくという

ことになるだろう。Erickson（1959）の心理社会

的発達理論では，青年期の心理社会的危機は「ア

イデンティティ vs アイデンティティ拡散」とさ
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れており，子ども時代の終焉と共にひとりのおと

なとしてどう生きていくかを確立していくことが

青年期の重要な課題となることが示されている。

アイデンティティを確立することは社会的養護児

童にとっても非常に重要な課題であり，この点か

らみると確かに「独り立ちすること」「援助や支

配をうけないこと」を自立の重要，かつ具体的な

表われと見なすことができるかもしれない。

　しかし，その次の成人期に目を向けてみると「親

密 vs 孤立」というテーマが示されている。ここ

でいう親密さはパートナーや仲間など，おとなと

して生きていく自分を支える他者との親密さを指

しており，この点を含めて自立を考えてみると，

先に示した図１ではその様相を正しく示すことが

できていないことに気付く。つまり，子ども時代

の終焉に向けて確かに親を中心とするおとなへの

依存の度合いは低下していくが，アイデンティ

ティが確立されるに従ってパートナーや親友など

との親密な関係を築く中で彼らに依存する度合い

が増していくことで私たちは自立していくのであ

る（図２)。

　このように社会的養護経験者の自立支援，すな

わちリービングケア，アフターケアにおいては，

彼らがおとなとして社会生活を送っていくために

依存できるような人や場所が提供されることが非

常に重要な意味を持つのであり，自立支援とは社

会的養護経験者がおとな時代を生きていくための

つながりを獲得していくことを支えるものである

ということに焦点化する必要がある。

（3）北海道における社会的養護経験者の自立をめ

ぐる現状と課題

　ここで，本稿では北海道内の社会的養護経験者

の自立の問題に焦点を当てるため，北海道の社会

的養護の現状について整理しておきたい。令和２

（2020）年度福祉行政報告例によると，道内では

1,700 名あまりの子どもが施設や里親家庭で暮ら

していることが示されている。彼らの保護や支援

において重要な役割を担う児童相談所は，政令指

定都市である札幌市の他，札幌市，旭川市，帯広

市，釧路市，函館市，岩見沢市，室蘭市，北見市

の道内８か所に道の児童相談所があり，稚内市，

苫小牧市には分室が設けられている。それぞれの

児童相談所が担当する子どもやその家庭の所在地

は広範囲に及び，家庭的な事情も含め子どもたち

は里親家庭や施設への措置を経て，広域の移動を

経験する場合もある。筆者らが行った調査（井出，

2023）では，道内の社会的養護経験者は就労や大

学等への就学を機に札幌圏を中心に，広域を移動

し，それまでケアを受けていた地域から遠く離れ

ることも少なくないことが明らかになった（表１，

表２）。

　社会的養護経験者へのケアの在り方において，

もっとも重視されているもののひとつに「パーマ

ネンシー保障」がある。パーマネンシー保障とは，

彼らが養育者との関係や慣れ親しんだ環境を離れ

ることなく暮らし続けることができることを保障

するものであるが，例えば東京近郊といった大都

市圏では彼らが育ってきた里親家庭と施設と就学，

就労の選択肢が同一の，あるいは近接する地域に

存在するのに対して，先述のように，里親家庭や

施設への措置，あるいは就労や就学といったタイ

ミングでそれまで暮らしてきた地域とは異なる地

図 1　自立のイメージ 1　

図 2　自立のイメージ 2
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域で，新たな関係を構築しながら新生活を始める

ことを余儀なくされることも多い北海道では，彼

らのパーマネンシーを保障するためには，地域独

自の現状と課題の理解に基づいた取り組みが必要

とされる。先に「自立支援とは社会的養護児童，

社会的養護経験者がおとな時代を生きていくため

のつながりを獲得していくこと」だと述べたが，

ここでいうつながりとは彼らにとっての同世代の

仲間とのつながりに加えて，彼らの暮らしや育ち

をサポートするおとなや支援機関とのつながりも

含むが，この時，おとなや支援機関同士のつなが

りが希薄では，彼らの育ちや暮らしを支えること

は困難である。特に，先述したように社会的養護

自立支援事業，社会的養護自立支援拠点事業の拡

充に伴い，社会的養護経験者にとっての選択肢は

未だに不十分とはいえ確実に増加してきた。しか

しそうした公的な支援，あるいは支援の中心に位

置するような流れからは漏れてしまうケアリー

バーもいるため，拠点とそれを取り巻く様々な支

援者，支援機関とがネットワークを形成し，支援

にあたっていくことが必要だと考えられる。特に

北海道では広範囲に所在する施設や里親家庭から

就労就学を機に札幌などの都市部に移住する特徴

を考慮した取組が求められるため，地方の里親家

庭や施設とのつながりは不可欠だろう。そこで本

発表では道内各地から社会的養護経験者が流入す

る札幌市に焦点化して開催された札幌市における

自立支援に関するワークショップ（以下，WS）

の内容を報告し，道内の社会的養護経験者の“そ

の後”を見据えたケアの在り方について考えたい。

表１　進学者の居住地の変化 表２　就労者の居住地の変化

← 9 札幌市 ← 13 札幌市 ←
← 5 後志管内 ← 6 石狩管内 ←
← 4 ｵﾎｰﾂｸ管内 ← 3 上川管内 ←
← 3 石狩管内 ← 3 胆振管内 ←
← 3 函館市 ← 2 函館市 6 函館市 ←
← 2 旭川市 ← 2 後志管内 ←
← 2 帯広市 ← 1 日高管内 ←
← 2 上川管内 ← 1 留萌管内 ←
← 1 胆振管内 ← 1 帯広市 ←
← 1 後志管内 ← 11 帯広市 ←
← 2 後志管内 ← 1 釧路市 4 上川管内 ←
← 1 上川管内 ← 1 札幌市 3 後志管内 ←
← 1 札幌市 ← 3 石狩管内 3 檜山管内 ←
← 1 旭川市 ← 3 後志管内 2 渡島管内 ←
← 1 函館市 ← 2 上川管内 1 日高管内 ←
← 1 札幌市 ← 1 札幌市 ←
← 1 空知管内 ← 1 帯広市 ←
← 1 函館市 ← 1 日高管内 ←
← 1 胆振管内 9 旭川市 ← 9 上川管内 ←

2 旭川市 ← 2 旭川市 ← 4 帯広市 ←
1 函館市 ← 1 函館市 ← 3 上川管内 ←

← 1 石狩管内 ←
← 1 釧路市 ←

32 札幌市

8 胆振管内

7 釧路市

5 ｵﾎｰﾂｸ管内

5 十勝管内

13 帯広市

解除後 措置中

32 札幌市

解除後 措置中

5

解除後

11 石狩管内

17 道外

9 空知管内

石狩管内

3 道外

2 胆振管内
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図３　当日の様子

２．実践報告

（1）企画趣旨

　今回は札幌における支援ネットワークの構築を

中心に考え，WS を開催することにしたため，道

内の児童養護施設，自立援助ホーム，里親会の他，

札幌市内のアフターケアに関わる支援機関，北海

道と札幌市，あるいはこれまでに著者らが開催し

てきた社会的養護に関連する研修の参加者等に

「社会的養護経験者のアフターケアの在り方を考

える＠札幌」という研修名で，どのように社会的

養護経験者の“その後”を支えていけばいいのに

ついて考えるワークショップを行うことにした。

（2）参加者

　参加者は 43 名（参加申込 49 名）で，その内訳

は，施設職員・里親 16 名，支援機関 19 名，行政

機関職員１名，メディア関係者１名，大学教員・

学生・院生６名であった。

（3）企画の概要

　WS は北海道大学大学院教育学研究院附属子ど

も発達臨床研究センター子ども臨床研究部門の実

践研究の一環として，2023 年５月 27 日（土）10

時～ 12 時半，北海道大学大学院にて開催された

（参加費，無料）。冒頭，著者らが実施してきた北

海道内の社会的養護経験者の高校卒業後の移住，

定住に関する調査結果（井出，2023）を中心に，

道内の社会的養護児童，経験者のその後の実態を

講義形式でシェアした後，６名程度の小グループ

に分かれて「北海道・札幌で社会的養護経験者が

暮らしていくために何が必要か？」というテーマ

に基づいて①各自がブレインストーミングを行い，

②出てきた考えを１つずつ付箋に書き留め，③出

そろったところで作業机の上に置いた模造紙の上

にグループのメンバーに記載内容を紹介しながら

張り付け，④その際，類似の内容を書いたものが

あればその都度説明の上，近くに張り付けること

を繰り返し，⑤すべてを貼り終えたら模造紙を俯

瞰し，まとまりを表現する題名をつけたり，まと

まり同士の関連を図式化したりする，という KJ

法（川喜田，1967）を援用したワークを行った（図

３）。その後，各グループでの取り組みを模造紙

を示しながら全体にシェアする時間を設けた。

（4）実践の成果

　ここでは実践の成果として，各グループで作成

された模造紙とそれに基づいて行われた各グルー

プの説明を書き起こしたものを紹介する。
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1）グループ１（図４）

　最初に具体的なところ，起きやすいところとし

て，やっぱりまず仕事に就くことが大事だよねと

いうこと。それから手続き面，公共料金のとか，

そうしたアフターケアに移る時に何が必要かみた

いなことについて話した。そうした具体的な話を

してカードを置いていくうちに話が広がっていっ

て，面白かったのは「頼る」，ちゃんと頼れるよ

うにするっていうことがあって，一方で「支える」

ということがあって，それが対になっていて，両

方大事だよねっていう話になった。あえて言うが

“正しくない方向”に，このまま行ったらどう考

えても破滅に向かっているんじゃないかというこ

とに対して「違うよ」「駄目だよ」と言っても効

果はないので，それを見守りながら，でも心配し

ているよというメッセージを出しながらつながり

続けることの大切さなんかが話題になった。「仕

事」，「準備」，「食事」，「手続き」，「居場所」，「頼

る」，「支える」，「リスク」。最後にそうやって守っ

てあげるとか，サポートするっていうことがゴー

ルではなくて，例えば選挙に行くってことが出て

きて，彼ら，彼女ら自身が「社会をつくる」側に

なるっていうことが大事だということについて話

した。「社会をつくる」というのは，アドボケー

トという表現もありますが，彼ら自身が自分は受

け身の存在ではなく，支えていく，作っていく側

なんだっていうところがゴールになるかな，一緒

に作っていけたらいいよねっていうことを話した。

図４　KJ 法　グループ１

2）グループ２（図５）

　すごくいろんな意見が出て整理するところまで

行けず，ぐちゃぐちゃなままですが，なんとなく

横軸は時系列，いわゆるインケア，リービングケ

アから社会，アフターケアに向けた時間軸，縦軸

はフォーマルなもの，いわゆる施設職員とか専門

職を上に，インフォーマル，社会資源を下の方に

配置したというような感じ。こうやってみたらど
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図５　KJ 法　グループ２

こが欠けているかって見てみると，入所中の地域

資源とのかかわりっていう部分が少なくなってい

るよねっていうことがわかる。このワークショッ

プに集まっている人は社会側の，フォーマルな立

場の人たちでそこは出てくるが，インフォーマル

な地域の人たちとのかかわりがインケア，リービ

ングケア中の関わりが欠けているよねという話に

なった。私たちは何を中心にすべきかということ

を議論すると「本人」だろう，と。「本人の希望

がどうなんだ？」と。大人からするとそれすると

やばいって思うことであったとしてもまず本人が

どうしたいのかというところを，そこに寄り添っ

て一緒に考えていく，悩んでいくっていうところ

を大事にしていかないといけないんじゃないかと

いうこと。あとはなるべく本人たちが思い立った

時にアプローチできるような社会の仕組みってい

うものも考えていかなければいけないが，我々に

できることって何だろうというところで議論は止

まってしまった。北海道の特徴というところを考

えると，北海道は広い。やはり地方から出てきた

人たちが札幌に集まってくることが多いっていう

ことを考えた時に，入所中に地域資源といかにつ

ながりを作ることができるのかということが大事

になるだろうという話になった。社会的養護の側

からも地域の側からもアプローチしていく必要が

あるだろうと話した。こういうことを考えると，

社会的養護経験者の声をもっと拾うことが大事だ

ということも出てきた。

3）グループ３（図６）

　まず本人の衣食住が大事なベースになるという

こと。生活スキル，食，公的な手続き・福祉サー

ビス・生活保護といった公的なサービス，あとは

金銭管理というところで，お金をだまし取られた

りしないようにというところが支援として必要だ

よねということを話した。あとは居場所，人との

つながり。こんな人がいたらいいな，こんな場所

があったらいいなというところの話が出てきた。

それから困りごとを相談できる場所があること。

虫が出て大変だとか，災害が起こったとか，そん

なときに相談したり，関わってくれる人がいるっ
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図６　KJ 法　グループ３

ていうことが大事になってくるかなと。あとは働

く場所とか，資金を援助してくれるシステム，ク

ラウドファウンディングだったり，緊急的な支援

であったりということが必要だよねという話が出

てきた。そんな中で一番大事だよねと話をしたの

は，社会的養護出身者がいわゆるレッテル貼りを

されたくないという，例えば集まりがあると言っ

ても絶対に行きたくないという現実がある。社会

的養護出身者が浮いた形で支援を受けるのではな

く，地域に自然と溶け込んでいく形で支えられて

いくような形を作っていくことが大事ということ

が話として出た。あとは選挙に行こうと。ちゃん

と権利を行使してもらうということも大事にでき

るといいなという話になった。

4）グループ４（図７）

　「本人」に関わること，それから本人が頑張っ

て生きていくための様々な「生活スキル」。こん

なものがあったらいいよね，こんな相談ができる

場所があったいいよね，やっぱり寄り添う人だよ

ね，居場所だよねというようなカテゴリーが出た。

特にこのグループでは「大丈夫」ということがキー

ワードになった。（子ども・若者に）「大丈夫」っ

てすぐに言われてしまうので，なぜ彼らはすぐに

「大丈夫」って言ってしまうんだろうということ

を深堀しながら話した。本当は大丈夫じゃないの

に大丈夫と言ってしまう背景や，自分の本音がき

ちんと言えるような場所や人との出会いが足りな

いのかもしれないということについて話した。ま

たメンタルの問題も抱えているので，よりそうい

うところが大事なってくるよねということを話し

た。それと生活スキルにも関連するが，社会的な

経験，「進路」や「就労」のことが必要になって

くるということも話した。もうひとつ，これが絶

対に必要というところでは今日，ここに集まった

それぞれの人たちが何をしているのかという理解

が追い付かないので，お互いがどんなことに取り

組んでいるのかということをしっかりと理解でき

るようになっていかないといけないと話した。社
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図７　KJ 法　グループ４

会全体がこうした子どもたちのこと，社会的養護

のこと，支援機関のことをきっとわかっていない

と思うので，もっともっと周知して，理解しても

らって社会全体で支えていくことができるように

なっていく必要があるよねと話した。最終的には

本人が本当に本音を言える場所があって，寄り

添ってもらえて話を聞いてもらえる，サポートし

てもらえる場所につながっていくような仕組みを

作っていくことが必要で，そうしたことは社会的

養護の子どもだけではなく，公的な支援を受ける

ほどでもなかった子どもたち，受けられなかった

子どもたちをも生きやすくする仕組みになってい

くだろうから大事にしていきたい。

5）グループ５（図８）

　最初に出たのが心のケアだが，「社会的養護に

理解のある」心のケアというところがポイント。

そういう医師だったり，支援者のケアができる人

が必要だよね，ということ。それに関連するが，「価

値観形成」と書いたが「人権」とか「権利」とい

うこと。例えば「自分を大切にする」とか「物を

大切にする」といったようにもしかしたら多くの

人にとっては当たり前と思われるようなことかも

しれないが，そこを大切にしてもらうのが難しい

よねということ。「行政の課題」は例えば住民基

本情報の閲覧制限をかけているんだけど，毎年更

新しに行かなければ引き続きということができな

いといったような実際に経験しないとわからない

ようなことがあるという意見。「就労支援」「つな

がり居場所支援」，それから「お金」はやっぱり

大事だよねということ。「生活支援」については，

例えば料理の仕方だったり，掃除のこと，保険の

話など，身近な生活のこと，行政的な手続きに関

する支援も大事だろうという話。それから機関同

士でちゃんとつながりができないと子ども，若者

に対して良い支援ができないだろうということ。

「家族調整」は社会的養護，ケアリーバーの人の

話をするとき，家族の話は切っても切れない部分

があるし，児相からみたら家庭に戻すケースの方

が圧倒的に多い中で家族との調整というのがとて
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図８　KJ 法　グループ５

も大事になってくるという話があった。「見守り」

ということについてはアフターケアに関わる支援

者の悩みとしてどこまで口を出すのか，どこまで

見守るのかということがあるということ。最後に

行政と民間とがもっとちゃんとつながっていかな

いといけないねという話があった。

6）グループ６（図９）

　このグループは支援機関に所属する人が多かっ

たということもあって子ども・若者が何に困って

いるかというとやっぱり「お金」ということで最

初に「お金」の話になった。最近は給付型の奨学

金とかも増えてきている中で，金銭管理というこ

とが重要だという話。そして就労面から，就職し

たり，仕事を続けたりすることのサポート，そし

て保証人の問題ということについても出てき。以

前に比べると就学するときの保証人については厳

しくなくなってきているが，就労の時には非常に

厳しいので，これは大きな課題としてあるという

ことを確認し，社会にも訴えていかなければいけ

ないという話になった。次に「人」の問題。理解

してくれる人，生活を支えてくれる人，ご飯を一

緒に食べてくれる人というようなことが出てきが，

家に来てくれる安全な人を選ぶことができるかと

いうことが大切だという話になった。パートナー

や友人など他の誰かと親密な関係になる時，安全

な人を選ぶことができるかということを考える時

に，彼らの成育歴が根っこになっているんだと。

またそういう「人」とのつながりを考えた時に，

彼らにとっての「居場所」がどこにあるのかとい

うことが大事になってくる。子ども・若者がどこ

にいっても居場所があるということが大事。でも，

「居場所」が大事なのではなく，そこにいる「人」

が大事という議論になり，そこを中心に考える必

要があるという話になった。子ども・若者と「人」

がつながることもだけれど，里親や施設職員，ア

フターケアに関わる支援者などおとな同士がつな
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図９　KJ 法　グループ６

がるということがとても大切。そうすることで，

子ども・若者とこれからの生活の話をするときに，

必要な情報を伝えていくことができることにつな

がると思う。

表３　参加者アンケート（一部抜粋）

・感じながら生きて行くことは難しい。だからこそ，厳しい環境に置かれた子どもたちが自分で「大

丈夫だ」と実感できる機会を多く持つことができるよう，関わる大人の一人として，意識したいと

思った。（その他）

・たくさんの方とお話をすることができとても貴重な経験になりました。（その他）

・アフターケアと聞くと，施設を出たり里親さんの家から自立したりした後のことばかりを思い浮か

べてしまっていたが，自立に向けて施設や里親さんの家の中にある時からできることがたくさんあ

るということを学んだ。（その他）

・施設職員の皆様のスキルや意識がとてつもなく高くて大変刺激を受けました。（その他）

・所属が様々な方とお話することができ，それぞれの立場からの課題についてお聞きすることができ

たのは良かったと感じています。（支援機関）

（5）参加者アンケートより

　参加者には WS 終了後に，web アンケート

フォームを通したアンケート（WS に参加した感

想）への回答を依頼した。以下，回答内容を抜粋

して示す（表３）。
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・様々な立場や関係機関との意見交流が出来てとてもよかったです。（支援機関）

・グループをシャッフルするなど，全体が交流できる時間があったら，もっと良かったです。（支援

機関）

・生活実態を如何にリアルに想像し，手を差し伸べられるか，というスキルが重要。アフターケアは

単独で成り立つ支援ではない。一連のサポートの一部に過ぎないのであり，生活の中に溶け込みな

がら提供し続けられるかという課題を意識したい。（支援機関）

・普段の仕事より幅広い視点で考えることが出来ました。（支援機関）

・一つのテーマで多彩な関係者の方の，多方面からの投げ掛けに耳を傾けたり，自分の内面や思考に

問いかける機会を与えられ，ありがたかったです。現状が立体的に浮き彫りにされ，私たちの具体

的な一歩が，各現場で絞りやすくなったと感じました。あそこの誰々さんはよく知っている人なの，

と子どもや青年たちに伝えられるのは，本当に大事なことで，一緒に考えるよ，と言ってくれてい

る人の体温を伝えることができます。今回この場で沢山のかたの顔を見て声をお聞きしたのは大収

穫と感じています。（支援機関）

・様々な段階で支援に携わる方々と一緒にグループワークできたことで，幼少期から家族形成に至る

まで，長い視点でアフターケアを見ることができたように思います。（支援機関）

・他機関の皆様と直接会うことができただけではなく，明るい雰囲気の中で，広く意見を交換するこ

とができたこともあり，これからの子ども達の支援において必要な学びの場になりました。また，

どの立場においても，支援をする上で大切にしていること，まだまだ十分ではないことが似ていて，

それぞれの強みを生かせるような形で機関同士のつながりが生まれ，社会的養護経験者の継続した

支援に繋がっていけるようにしていきたいと思いました。（里親・施設関係）

・社会的養護経験者のアフターケアをされている団体が多くあることを，恥ずかしながら初めて知り

ました。行政や民間と協力して，いかにケアしていくのか必要を学ぶことが出来ました。施設以外

の支援機関の方々の意見を聞き，多くの関係機関とのコミュニティーを構築していくことで社会的

養護の経験者の支えにつながることが出来ると実感できました。（里親・施設関係）

・様々な専門職のリービングケアやアフターケアに対する考え方や意識がたくさん見られましたし，

自分自身普段の業務で何ができていてできていないのかを改めて考え直す良い機会でした。（里親・

施設関係）

・コロナ禍では難しかった対面での開催ということもあり，有意義な時間となりました。グループワー

クで他者の意見や考えを聞くことで，新たな気付きや学びになったと思います。参加された方々に

ご挨拶させていただけるのも良い時間でした。（里親・施設関係）

３．まとめと展望

　WS には社会的養護，あるいはアフターケア等

に関わる支援者等が参加したが，彼らは皆，道内

で支援に関わる方たちである。したがって，KJ

法で整理された内容にも，WS 後のアンケートの

内容にも他地域と比較して北海道に独自の課題や

取り組みが明示的に示されたわけではない。ただ，

北海道に特有の課題かどうかは置いておいても，

現在の北海道における社会的養護経験者への自立

に関わる課題やそれに対応した取り組みが示され

ていることには違いない。ここではそうした点を

踏まえたうえで，KJ 法の内容と事後のアンケー

トを基に北海道の社会的養護経験者の自立を支え
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るために何ができるのかということと，WS の意

義について整理してみたい。

（1）北海道の社会的養護経験者の自立を支えるた

めにできること

　KJ 法の結果の中に示されていたのは「つなが

り」の重要さである。この「つながり」にはいく

つかの側面があり，それは時間的なつながり，社

会的養護経験者と社会とのつながり，支援者同士

のつながりという３つの側面として表れている。

　時間的なつながりはインケア，リービングケア，

アフターケアという時間的な流れ，連続性を持っ

た支援が必要だということであり，自立を目前に

行われることだけが自立支援ではないということ

を示している。

　社会的養護経験者と社会とのつながりは，社会

的養護経験者が“その後”を生きていくためには

必要としている支援や信頼できる支援者とつなが

ることが必要で，そのためには里親家庭や施設で

暮らしている間にそうしたつながりを構築できる

とよいが，北海道の広さや就労就学に伴う移動を

考えるとインケア中に構築したそのつながりがそ

のまま使えるわけではないという課題を示すもの

である。また社会的養護経験者に支援を届けるた

めには，大きな困りごとに直面してからではなく，

料理や掃除といった日常的な小さな困りごとを支

えることを入り口にして，つながりを作り，いざ

という時の支援につなげていくという，彼らの日

常生活を基盤とした支援を構築していくことの重

要さも示されている。

　支援者同士のつながりは今回の WS に参加した

方を中心に，道内，あるいは札幌近郊で社会的養

護経験者の支援に関わる人や機関が多くあるが，

そうした社会的養護経験者の支援に関わる人同士

がお互いが何をやっているのか十分に理解できて

いないという課題があり，まずはおとな同士のつ

ながりを作っていくことが必要であるということ

を示している。

　そしてこうした社会的養護経験者へのサポート

が充実していくことは，社会的養護を受けなかっ

たものの，子ども時代に逆境を経験してきた子ど

もたちが生きやすくなる仕組みを作ることにつな

がるだろうという声もあった。また，ここに示さ

れた内容は，今後整備が進んでいくであろう社会

的養護自立支援拠点事業の展開にあたっても重要

な課題となるだろう。すなわち，彼らが暮らして

きた里親家庭や施設とその後の生活を支える自立

支援事業や拠点事業はパーマネンシー保障を視野

に入れたつながりを持つものでなければならない

し，そこで展開される支援は彼らの日常に根差し

たものでなければならないだろう。

（2）WS の意義

　WS の意義としては，いろいろな所属，立場の

人の話に触れることで，他の人，他の機関がどの

ようなことをやっているのか，どのような課題が

あるのかを理解することにつながったということ

が挙げられる。特に，機関ではなく，その機関の

○○さんという感じで，人とつながれたという意

義が挙げられたが，その背景にはコロナ禍もあり，

対面で集うことが困難な状況が続いていたという

こともあるだろうし，道内で高校生以上の年齢の

若者たちの育ちや暮らしを支えるネットワークが

十分に整備されていないという課題の表れでもあ

るだろう。

　またこうして様々な所属，立場の人が集い，そ

れぞれの視点からの情報を共有することで，子ど

ものいろいろな発達段階に関わる人との視点を共

有することができ，子どもの発達の流れを踏まえ

てアフターケアについて考えることができたとい

う意義もあったようだ。

（3）今後の展望

　先述したように，現在，社会的養護自立支援事

業，社会的養護自立支援拠点事業を始め，社会的

養護経験者のリービングケア，アフターケアにつ

いては制度的な整備も含めて様々な取り組みが重

ねられつつある。ある社会的養護経験者は「どこ

に行っても社会的養護のことをイチから説明する

ことが求められ，結局，社会的養護のことがちゃ
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んと理解してもらえないし，いろんなところにた

らいまわしにされる」とケアを離れた後にどこか

に相談しようとした時のことを表現していた。こ

うしたことからは社会的養護のことや社会的養護

経験者が直面する困難，抱えている支援ニーズな

どについて十分に理解した上で相談支援にあたる

ことができ，彼ら自身が別の機関に再度相談に行

かなければならないようなことにならないような

ワンストップの相談支援が必要とされていること

がわかる。しかし，同時に社会的養護経験者が置

かれた状況の多様性を考えると，あるいは北海道

という地域の広さを考えると，社会的養護経験者

の“その後”を支える支援者がネットワークを構

築し，支援を実現していくことは重要な意味を持

つ。この時，道内でも様々な支援機関，支援者が

そうした支援に取り組んできたが，十分にネット

ワークが構築されてきたとは言い難い状況にある

ようだ。本 WS の後，「せっかくこうしてつなが

る機会が得られたので，そのつながりを生かした

い」という声も聞かれ，まずはメーリングリスト

を作成して，様々な情報を交換する場を設けるこ

とにした。おそらく社会的養護自立支援事業，社

会的養護自立支援拠点事業が進んでいくことによ

り，社会的養護経験者に対する自立支援のスタン

ダードな道筋が整備されることになるだろう。し

かし，社会的養護経験者の支援において難しいの

は，そうした支援から取り残されていく若者たち

の支援である。スタンダードな道筋を整備するこ

と共に，そこから漏れてしまう若者への支援をど

うするかということについては支援制度が整備さ

れていく中でも継続して議論が必要だろう。その

時にこうしたネットワークがその若者たちのニー

ズを把握し，必要な支援を提供することに資する

ものになることを期待したい。
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Abstract

 This report discusses a workshop focusing on supporting children and youth who have experienced 

alternative care in Hokkaido. Participants included staff from children's homes, foster parents, childcare 

agency personnel, and researchers. The workshop focused on the theme 'What is necessary for the life 

of Hokkaido youth who leave alternative care?'. Through group work, attendees aimed to establish 

networks and provide support for children and youth transitioning from alternative care.

Key Words：Alternative Care, Hokkaido, After Care, Independent Living Support, Workshop




